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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファクシミリ装置であって、
　ＣＰＵと、
　前記ＣＰＵへの電力供給を制御する電力供給制御手段と、
　モデムと、
　電話回線を介して受信した呼出信号を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって検知された前記呼出信号の検知回数をカウントするカウント手段
とを有し、
　前記電力供給制御手段は、前記ＣＰＵへの電力供給が停止されている状態で前記検知手
段によって最初の呼出信号を検知したことに従って、前記ＣＰＵへの電力供給を開始させ
、
　前記カウント手段は、前記ＣＰＵへの電力供給が前記電力供給制御手段によって開始さ
れた後、前記ＣＰＵの起動が完了する前に前記カウント手段は前記呼出信号の検知回数を
カウントし、
　前記カウント手段によってカウントされた前記呼出信号の検知回数が所定の回数に達し
たことに従って前記モデムによってファクシミリデータを受信するための制御を行うこと
を特徴とするファクシミリ装置。
【請求項２】
　前記検知手段によって検知された前記呼出信号の検知に従って鳴動する電話を接続可能
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な接続手段と、
　前記カウント手段によってカウントされた前記呼出信号の検知回数が前記所定の回数に
達した場合に前記電話の鳴動を停止させる鳴動制御手段とをさらに有することを特徴とす
る請求項１記載のファクシミリ装置。
【請求項３】
　前記ＣＰＵは、前記モデムに接続されることを特徴とする請求項１または２に記載のフ
ァクシミリ装置。
【請求項４】
　リレーをさらに有し、
　前記ＣＰＵは、前記カウント手段によってカウントされた前記呼出信号の検知回数が所
定の回数に達した場合に、前記モデムによって前記ファクシミリデータを受信するために
前記リレーを切り替えることを特徴とする請求項２記載のファクシミリ装置。
【請求項５】
　前記電力供給制御手段は、第１の電力供給部から供給される電力に従って動作し、前記
第１の電力供給部とは異なる第２の電力供給部から前記ＣＰＵへ電力を供給させることを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のファクシミリ装置。
【請求項６】
　ファクシミリ装置の制御方法であって、
　ＣＰＵと、
　前記ＣＰＵへの電力供給を制御する電力供給制御工程と、
　モデムと、
　電話回線を介して受信した呼出信号を検知する検知工程と、
　前記検知工程において検知された前記呼出信号の検知回数をカウントするカウント工程
とを有し、
　前記電力供給制御工程において、前記ＣＰＵへの電力供給が停止されている状態で前記
検知工程において最初の呼出信号を検知したことに従って、前記ＣＰＵへの電力供給を開
始させ、
　前記カウント工程において、前記ＣＰＵへの電力供給が前記電力供給制御工程において
開始された後、前記ＣＰＵの起動が完了する前に前記呼出信号の検知回数がカウントされ
、
　前記カウント工程においてカウントされた前記呼出信号の検知回数が所定の回数に達し
たことに従って前記モデムによってファクシミリデータを受信するための制御を行うこと
を特徴とするファクシミリ装置の制御方法。
【請求項７】
　請求項６に記載のファクシミリ装置の制御方法をコンピュータに実行させることを特徴
とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファクシミリ装置、ファクシミリ装置の制御方法及びプログラムに関するも
のである。

【背景技術】
【０００２】
　近年、ファクシミリ通信機能及び通話機能を有するファクシミリ装置に、プリント、コ
ピー等の複合機能を有する複合機が広く普及している。ファクシミリ通信においては、呼
出信号を検出して自動的に応答する自動着信モードを実行可能であり、この自動受信モー
ドで呼出信号を何回検出したら応答するかという応答までの呼出信号の検出回数を操作部
の操作により任意に設定できるようになっている。更に、省電力要望の広まりを受けて、
未使用時はできるだけ低電力状態を維持したまま待機して、この状態で通信回線からの呼
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び出し信号を検出した際に低電力状態から復帰して通信回線への応答を可能にできる必要
性が高まっている。
【０００３】
　この要求に対して、低電力状態中の着信の制御をする装置として、着信鳴動部とメイン
ＣＰＵとサブＣＰＵを備え、メインＣＰＵは通常モードで動作している場合にのみ着信鳴
動部を制御する。サブＣＰＵはメインＣＰＵが低電力状態または低電力状態から通常状態
への復帰中である場合に着信鳴動部を制御する方法が知られている（特許文献１）。
【０００４】
　また、自動着信モードで最初の呼び出し信号が検出されたら、低電力状態か通常状態の
いずれかの状態にあるかを判定する。そして、低電力状態であればＣＰＵが起動後に設計
回数マイナス１回分呼び出し信号のカウントを行い、応答を開始する方法も知られている
（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－５０３７号公報
【特許文献２】特開２０００－２６１５６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　引用文献１では、サブＣＰＵが必要であり、電力的にサブＣＰＵ分の電力を常に多く消
費する。また、コスト的にもサブＣＰＵ分高価になってしまう。
　また、引用文献２では、スリープ時には設定値よりも必ず１少ないカウント数で応答を
開始することから、必ず１回カウント以内にＣＰＵが起動することを保証する必要がある
。
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、低電力状態
で呼出信号を検知した場合に、ファクシミリデータを受信するための制御を行うための呼
出信号の検知回数のカウントを正確に行うことができる仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成する本発明の通信装置は以下に示す構成を備える。
　ファクシミリ装置であって、ＣＰＵと、前記ＣＰＵへの電力供給を制御する電力供給制
御手段と、モデムと、電話回線を介して受信した呼出信号を検知する検知手段と、前記検
知手段によって検知された前記呼出信号の検知回数をカウントするカウント手段とを有し
、前記電力供給制御手段は、前記ＣＰＵへの電力供給が停止されている状態で前記検知手
段によって最初の呼出信号を検知したことに従って、前記ＣＰＵへの電力供給を開始させ
、前記カウント手段は、前記ＣＰＵへの電力供給が前記電力供給制御手段によって開始さ
れた後、前記ＣＰＵの起動が完了する前に前記カウント手段は前記呼出信号の検知回数を
カウントし、前記カウント手段によってカウントされた前記呼出信号の検知回数が所定の
回数に達したことに従って前記モデムによってファクシミリデータを受信するための制御
を行うことを特徴とするファクシミリ装置。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、低電力状態で呼出信号を検知した場合に、ファクシミリデータを受信
するための制御を行うための呼出信号の検知回数のカウントを正確に行うことができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】ファクシミリ通信装置を適用する画像印刷装置を示す図である。
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【図２】コントローラ部とファクシミリユニット部を示すブロック図である。
【図３】通信装置の動作を説明するタイミングチャートである。
【図４】通信装置の制御方法を説明するフローチャートである。
【図５】通信装置の動作を説明するタイミングチャートである。
【図６】通信装置の制御方法を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
　＜システム構成の説明＞
　〔第１実施形態〕
＜実施形態１＞
　図１は、本発明の実施形態を示すファクシミリ通信装置を適用する画像印刷装置を示す
図である。本例に示す通信装置は、後述するように第１の電源からの電源供給により電話
回線に着信する呼出信号の自動着信処理を行う。
【００１２】
　図１において、１０１は画像印刷装置の各部を制御するためのコントローラ部である。
コントローラ部１０１は、画像印刷装置の動作を制御する部位であり、データの送受信、
データの変換、データの保存、電力制御を行う。１０２は操作部で、ユーザが各種の操作
を行うための操作パネル、及び操作情報を表示するための表示器を備えている。１０３は
スキャナ部であり、画像をスキャンしてコントローラ部１０１に入力する。１０４はプリ
ンタ部であり、コントローラ部１０１で処理された様々な種類の入力画像を印刷して出力
する。１０５はネットワークであり、本実施形態ではＬＡＮを想定している。
【００１３】
　第１の電源１０６、第２の電源１０７は、電源プラグ１０８から供給される交流の商用
電源を、画像印刷装置の各部で使用する直流電圧に変換する電源である。第２の電源１０
７は、コントローラ部１０１から出力される電源制御信号１０９によって電源出力を制御
される。１１０はファクシミリユニット部であり、電話回線１１１を介して外部の電話機
やファクシミリ装置に接続されている。
【００１４】
　通常モードにおいては、第１の電源１０６、第２の電源１０７共にオンであるが、省エ
ネモードにおいては第２の電源１０７はオフとなる。ここで省エネモードとは、装置のジ
ョブ処理を行っていないときに、商用電源の消費電力を低減するために、コントローラ部
１０１及び、ファクシミリユニット部１１０の一部以外の部分の給電を停止する状態のこ
とである。省エネモード下においては、コントローラ部１０１においてジョブの受信を検
知することができる。検知時は通常モードに移行するために電源制御信号１０９を切り替
えることで第２の電源１０７をオンする。
【００１５】
　図２は、図１に示したコントローラ部１０１とファクシミリユニット部１１０の構成を
示すブロック図である。
　図２において、画像処理部２０１は内部に制御用のＣＰＵを有し、コピー、プリント、
ファクシミリ等の各種処理モードに従って、それぞれ対象となるユニットに応じたデータ
のやり取り、制御を行い、画像データに対して所望の画像処理を実行する。スキャナＩ／
Ｆ２０２、プリンタＩ／Ｆ２０３は、それぞれ、スキャナ部１０３、および、プリンタ部
１０４に接続するためのＩ／Ｆを示している。
　２０４はＣＩカウント部で、ファクシミリや電話の受信の際のＣＩ着信信号をカウント
するＣＩであり、本実施形態においてはハードカウンタを有している。２０５は鳴動制御
部で、ＣＩ着信による外部子電話の鳴動を停止させる。２０６はシステム内部の各種電源
制御を行うための電源制御部であり、第１の電源１０６の供給により動作する。また、電
源制御信号１０９で第２の電源１０７の制御を行う。２０７はＣＩカウント値格納部で、
操作部１０２からユーザが設定可能な自動着信モードの鳴動回数設定値を格納する。
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【００１６】
　次に、ファクシミリユニット部１１０内部の概略ブロック図を説明する。
　ファクシミリユニット部１１０において、モデム２１６は画像処理部２０１に接続され
ており、画像処理部２０１による制御に基づいて動作する変調復調装置である。２０８は
ＮＣＵ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）であり、電話回線１１１を介して
通信相手を呼び出すためにダイヤル信号の送受信を行う。なお、ＮＣＵ２０８はモデム２
１６に内蔵される構成であっても構わない。
　ノイズ除去回路２０９は外部の電話回線１１１からの雷サージ、電磁ノイズなどを抑制
し、反対に、ファクシミリユニット部１１０からのノイズが外部に送出されることを防ぐ
ための回路である。
　ＣＩ検出部２１０は、電話回線１１１から受信した呼び出し信号（以下、ＣＩ信号）を
検出する。ＣＩ検出部２１０は、電話回線１１１からのＣＩ信号を検出すると、そのこと
を示すＣＩ検知信号２１４をＣＩカウント部２０４に対して送信する。Ｈリレー２１１は
、接続されている外付け電話機２１２を電話回線１１１からノイズ除去回路２０９を介し
た信号入力、もしくは疑似ＣＩ送出回路２１３からの入力のどちらかを選択的に接続する
ためのリレースイッチ回路である。また、Ｈリレー２１１は、Ｈリレー制御信号２１５を
用いて鳴動制御部２０５によって制御される。
　なお、Ｈリレー２１１が電話回線１１１側に接続されている際に、電話回線１１１から
の給電により外付け電話機２１２を鳴動させ、電話回線１１１に接続されていない場合に
はＣＩ信号が着信しても電話機２１２は鳴動しない。
　疑似ＣＩ送出回路２１３は、疑似ＣＩ信号を電話機２１２に対して送出する回路である
。疑似ＣＩ信号とは、電話回線１１１を介して相手側装置からのＣＩ着信があった場合に
、回線から切断された状態にある電話機２１２を鳴動させるために電話機２１２に対して
送信される信号である。
【００１７】
　なお、本実施形態において、通常状態は、第１の電源１０６、および第２の電源１０７
からの電源電圧が各デバイスに供給されている状態である。低電力状態に移行した際には
電源制御部２０６の制御によって第２の電源１０７からの電源供給がＯＦＦされる。ただ
し、第１の電源１０６、第２の電源１０７は複数の電源種類をひとまとめにして表現し、
低電力状態でも供給されている電源を第１の電源１０６、低電力状態時にＯＦＦされる電
源を第２の電源１０７とする。
【００１８】
　〔電力優先設定による通信制御例〕
　次に、上記装置構成において、ファクシミリの自動受信モードの設定で、低電力待機時
に、最初の呼出信号検出から応答までの動作を図３の（Ａ）に示すタイミングチャートに
より説明する。
　なお、本実施形態においては、予め操作部１０２からの自動受信モードの呼出回数が３
回と設定されて、ＣＩカウント値格納部２０７に呼出回数（＝３）が格納されているもの
とする。
　ＣＩ検出部２１０がＣＩ信号を検出してＣＩ信号２１４をＣＩカウント部２０４に送信
すると、ＣＩカウント部２０４はカウントアップを開始する。そして、ＣＩカウント部２
０４は、カウント値（検知回数）がＣＩカウント値格納部２０７に格納されている値（所
定数）に一致するまでカウントアップを継続する。カウント値が設定値までカウントアッ
プされた際には鳴動制御部２０５にカウント終了通知を送信する。
　ここで、鳴動制御部２０５はＨリレー制御信号２１５をＯＮしてＨリレー２１１を疑似
ＣＩ送出回路２１３側に切り替えることで電話回線１１１側から外付け電話機２１２への
ＣＩ着信信号を遮断して鳴動を停止させる。
　それと共にＣＩカウント部２０４は、電源制御部２０６にもカウント終了通知を行い、
電源制御部２０６は、電源制御信号１０９を制御して第２の電源１０７をＯＮし、画像処
理部２０１への第２の電１０７を供給させる。画像処理部２０１内のＣＰＵは第２の電源



(6) JP 6562686 B2 2019.8.21

10

20

30

40

50

供給１０７から一定時間後までに初期化処理を行った後、モデム２１６を制御してファク
シミリ受信を開始する。
　受信終了後、ＣＩカウント部２０４内の図示しないカウント値レジスタと鳴動制御部制
御レジスタをクリアして、これにより、鳴動制御部２０５から出力されているＨリレー制
御信号２１５をＯＦＦしてＨリレー２１１を電話回線１１１側に戻す。
【００１９】
　図３の（Ｂ）は通常状態において、呼出信号検出から応答までの動作を示している。こ
の場合には第２の電源１０７は既に入力されており、画像処理部２０１は起動した状態に
あることから、ＣＩカウント部２０４がＣＩ信号を検知して所定のカウント値をカウント
した後にすぐに受信可能となる。
【００２０】
　図４は、本実施形態を示す通信装置の制御方法を説明するフローチャートである。特に
、図４の（Ａ）は本実施形態におけるＣＩカウント部２０４のハードシーケンサーに関わ
る通信処理例である。なお、各ステップは、ＣＩカウント部２０４のハードシーケンサー
による処理に対応する。
　Ｓ４０１で、ＣＩカウント部２０４がＣＩ検出部２１０からのＣＩ信号２１４を受信し
たと判断した場合には、Ｓ４０２に移行して、ＣＩ信号のカウントを開始する。Ｓ４０３
で、カウント値がＣＩカウント値格納部２０７に格納されている値（＝３）と一致するま
でカウントアップし、格納されている値に一致したと判断した場合には、Ｓ４０４に移行
する。Ｓ４０４で、鳴動制御部２０５にカウント終了を通知して鳴動制御部２０５にＨリ
レー２１１をＯＮさせ、電話回線１１１から外付け電話機２１２へのＣＩ信号を遮断する
ことで鳴動を停止させる。
　次にＳ４０５に移行し、電源制御部２０６にカウント終了を通知して電源制御信号１０
９で第２の電源１０７をＯＮさせて画像処理部２０１に第２の電源１０７から電源を供給
して画像処理部２０１を起動させ、本処理を終了する。
【００２１】
　続いて、図４の（Ｂ）は、図２に示した画像処理部２０１内に内蔵されているＣＰＵの
制御例である。なお、各ステップは、コントローラ部１０１内のＣＰＵが記憶された制御
プログラムを実行することで実現される。
　Ｓ４０６で、画像処理部２０１に第２の電源１０７が供給されて内部ＣＰＵの起動が完
了した後、Ｓ４０７に移行する。Ｓ４０７で内部ＣＰＵはＣＩカウント部２０４の図示し
ない復帰要因レジスタを読み出して、ＣＩ検知によるものかどうかを判断する。ここで、
復帰要因がＣＩ検知信号によるものであるとＣＰＵが判断した場合には、Ｓ４０８に移行
してモデム２１６を制御してファクシミリ受信を開始する。
　一方、Ｓ４０７で復帰要因がＣＩ検知信号ではないと上記ＣＰＵが判断した場合には、
Ｓ４１１に移行して該当する復帰要因に応じた処理へと移行して、本処理を終了する。
【００２２】
　Ｓ４０９では、ファクシミリ受信処理が終了したと判断した場合にはＳ４１０に移行す
る。Ｓ４１０で、上記ＣＰＵは、ＣＩカウント部２０４内部のカウント結果レジスタ及び
鳴動制御通知レジスタをクリアする。そして、上記ＣＰＵは、Ｈリレー制御信号２１５を
ＯＦＦしてＨリレー２１１を電話回線１１１側に戻して電話回線１１１からの次のＣＩ信
号発生時には再度鳴動させることを可能とする。
【００２３】
　本実施形態によれば、低電力状態においても着信信号をカウントできる簡略な構成のハ
ードカウンタを持ち、確実に鳴動カウントをカウントした後で低電力状態から通常状態に
復帰させることで、低電力状態を維持した上で鳴動回数を正しくカウント可能である。
【００２４】
　〔第２実施形態〕
　本実施形態においては、自動着信モードにおいて、電力消費を抑えることを優先する電
力優先設定と起動にかかる時間を短くすることを優先する優先設定の双方の設定を有する
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。そして、ユーザが操作部１０２からのキー入力で設定することで希望の設定を行うこと
ができるものとする。
　ここで、電力優先設定の説明は第１実施形態と同様であることから省略する。また、画
像印刷装置の内部構成例、及び画像印刷装置内の内部概略ブロック図に関しては実施形態
１の図１、図２と同様のため省略する。
【００２５】
　〔起動時間優先設定による通信制御例〕
　図５は、本実施形態を示す通信装置の制御方法を説明するタイミングチャートである。
本例は、起動時間優先設定がされた場合のタイミング例である。なお、本実施形態におい
ては、予め操作部１０２からの自動受信モードの呼出回数が３回と設定されて、ＣＩカウ
ント値格納部２０７に呼出回数が格納されているものとする。なお、現在起動時間優先設
定に応じた時間帯であると判断した場合における処理とする。
【００２６】
　ＣＩ検出部２１０がＣＩ信号を検出してＣＩ信号２１４をＣＩカウント部２０４に送信
すると、ＣＩカウント部２０４はカウントアップを開始する。それと共にＣＩカウント部
２０４は電源制御部２０６に１回目のＣＩ着信通知を行い、電源制御部２０６は電源制御
信号１０９を制御して第２の電源１０７をＯＮし、画像処理部２０１への第２の電源１０
７を供給させる。画像処理部２０１内のＣＰＵは第２の電源供給から一定時間後までに初
期化処理を行う。
　一方で、ＣＩカウント部２０４は、カウント値がＣＩカウント値格納部２０７に格納さ
れている値（＝３）に一致するまでカウントアップを継続する
　そして、カウント値が設定値までカウントアップされた際にはＨリレー制御信号２１５
をＯＮして疑似ＣＩ送出回路２１３側に切り替える。それによって、電話回線１１１側か
ら外付け電話機２１２へのＣＩ着信信号を遮断して鳴動を停止させる。この際に画像処理
部２０１は初期化終了していればすぐにモデム２１６を制御してファクシミリ受信を開始
する。
　そして、画像処理部２０１内のＣＰＵは、受信終了時にはＣＩカウント部２０４内の図
示しないカウント値レジスタと鳴動制御部制御レジスタをクリアして、ＣＩカウント部２
０４内のカウント値を「０」に戻す。これにより、Ｈリレー制御信号２１５をＯＦＦして
Ｈリレー２１１を電話回線１１１側に戻す。
【００２７】
　図６は、本実施形態を示す通信装置の制御方法を説明するフローチャートである。特に
、図６の（Ａ）は本実施形態におけるＣＩカウント部２０４のハードシーケンサーに関わ
る通信処理例である。なお、各ステップは、ＣＩカウント部２０４のハードシーケンサー
の処理に対応する。
　Ｓ６０１で、ＣＩカウント部２０４がＣＩ検出部２１０からのＣＩ信号を受信した場合
にはＳ６０２に移行して、電源制御部２０６にＣＩ信号着信を通知して電源制御信号１０
９で第２の電源１０７をＯＮさせる。そして、画像処理部２０１に第２の電源１０７を供
給して画像処理部２０１を起動させる。また、Ｓ６０３で、ＣＩ信号のカウントを開始す
る。Ｓ６０４でカウント値がＣＩカウント値格納部２０７に格納されている値（＝３）と
一致するまでカウントアップし、一致するとＣＩカウント部２０４が判断した場合には、
Ｓ６０５に移行して鳴動制御部２０５にカウント終了を通知する。
　鳴動制御部２０５は、カウント終了通知後、Ｈリレー２１１をＯＮし、電話回線１１１
から外付け電話機２１２へのＣＩ信号を遮断することで鳴動を停止させる。次にＳ６０６
に移行し、画像処理部２０１にカウント終了を通知して処理を終了する。
【００２８】
　続いて、図６の（Ｂ）は本実施形態における画像処理部２０１内に内蔵されているＣＰ
Ｕの制御例に対応する。
　Ｓ６０７で、画像処理部２０１に第２の電源１０７が供給されて内部ＣＰＵの起動が完
了した後、Ｓ６０８で、内部ＣＰＵはＣＩカウント部２０４の図示しない復帰要因レジス
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タを読み出して、ＣＩ検知によるものかどうかを判断する。復帰要因がＣＩ検知信号によ
ると上記ＣＰＵが判断した場合にはＳ６０９に移行してＣＩカウント部２０４からのＣＩ
カウントの終了通知がくるまで待機する。
　一方、Ｓ６０８で復帰要因がＣＩ検知信号ではないと上記ＣＰＵが判断した場合には、
Ｓ６１３に移行して該当する復帰要因に応じた処理へと移行して、本処理を終了する。
【００２９】
　一方、Ｓ６０９でＣＩカウント終了通知を受信した際にはＳ６１０に移行し、モデム２
１６を制御してファクシミリ受信を開始する。
　Ｓ６１１でファクシミリ受信処理が終了したと判断した場合には、Ｓ６１２に移行して
、上記ＣＰＵは、ＣＩカウント部２０４内部のカウント結果レジスタ及び鳴動制御通知レ
ジスタをクリアして、Ｈリレー制御信号２１５をＯＦＦする。これにより、Ｈリレー２１
１を電話回線１１１側に戻して電話回線１１１からの次のＣＩ信号発生時には再度鳴動さ
せることを可能とする。
【００３０】
　本実施形態によれば、低電力状態においても着信信号をカウントできる簡略な構成のハ
ードカウンタを持ち、受信部のＣＰＵが低電力状態であっても確実に鳴動カウントをカウ
ントした後で低電力状態から通常状態に復帰させることができる。
　これにより、着信鳴動回数を確実にカウント可能としたうえで待機時の低電力状態を維
持することができる。
　また、ユーザの好みに応じて電力優先設定でＣＩカウント後に低電力状態から起動させ
るか、起動時間優先設定でＣＩ着信を受信後すぐに低電力状態から起動させるかを選択可
能とすることでユーザの利便性を向上させることができる。
　各実施形態によれば、低電力状態に着信する呼出信号が誤発信などによる場合には、画
像処理手段への電源供給を制限でき、確実に低電力状態を維持できる。
【００３１】
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステムまたは装置に供給する。そして、そのシステム又は装置のコン
ピュータにおける１つ以上のプロセッサがプログラムを読み出し実行する処理でも実現可
能である。また、１以上の機能を実現する回路（例えばＡＳＩＣ）によっても実現可能で
ある。
【符号の説明】
【００３２】
１０１　コントローラ部
１０２　操作部
１０３　スキャナ部
１０４　プリンタ部
１０５　ネットワーク
１０６　第１の電源
１０７　第２の電源
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